
 

令和５年度第１回独立行政法人造幣局契約監視委員会議事概要 

 

 

開催日時及び場所 令和５年６月９日（火）１３時３０分～１４時３９分 造幣局会議室 

 

委 員 瀧  洋二郎（浅岡・瀧法律会計事務所 弁護士） 

        石田 眞得 （関西学院大学法学部 教授） 

松尾 健一 （大阪大学大学院高等司法研究科 教授） 

        吉持 敏彦 （独立行政法人造幣局 監事） 

        村上 佳子 （独立行政法人造幣局 監事） 

 

審 議 対 象 調達等合理化計画について 

        （１）令和４年度の自己評価の点検 

        （２）令和５年度の計画策定の点検 
 

個々の契約案件の事後点検【令和４年度下期（１０月～３月）】 

        （１）新規の随意契約となった案件           ２件 

        （２）２か年度連続一者応札・応募契約となった案件   ５件 

           ・うち一般競争入札で一者応札のもの      （０件） 

           ・うち公募で一者応募のもの          （５件） 

        

 調達等合理化の推進に向け議論すべき事項 

        （１）合理化計画の実施状況の点検 

           ・契約全体の一覧表による点検 

        （２）随意契約における予定価格の適正性及び価格合理性の担保に 

係る点検 

・随意契約及び一者応札・応募契約におけるいわゆる落札率 

（契約金額／予定価格）による点検 

 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

        下記のとおり 

 

委員会による意見の具申又は勧告の内容 

        特になし 

 



 

意見・質問 回答 

『令和４年度独立行政法人造幣局調達等合

理化計画に係る自己評価結果』について 

・外部研修参加実績について、具体的な内容

を説明されたい。 

 

 

 

 

 

『個々の契約案件の事後点検』について 

（競争性のない随意契約について） 

・商品化許諾契約については、契約できる相

手が特定されることから随意契約となって

いるわけだが、価格についても相手の言い

値なのか、ある程度の交渉ができるのか。 

・予定価格は交渉した結果に基づいて作成

しているので、「契約金額／予定価格」は１

００％になっているということか。 

 

（１者応札となった案件について） 

・販売管理システム更改及び運用・保守業務

について、 

①当初は３者の応札を見込んでいたという

ことだが、どのような見込みだったのか。 

②本件の更改とは、既存のシステムに上乗

せするようなものか。あるいは、まったく新

しいシステムを導入するものか。 

③本契約は保守業務を含んでいるというこ

とで間違いないか。また、保守業務の期間

は。 

 

 

 

 

 

 

 

・契約事務に関する基本的な知識を付与す

る研修として財務省主催の「会計事務職員

契約管理研修」に、適正な予定価格作成に

関する知識を付与する研修として民間団体

主催の「印刷費積算講習会」に、それぞれ

参加した。 

 

 

 

・商品化許諾を受けて製造・販売する商品

の採算性の観点も含めて担当部署で検討し

たうえで交渉をしている。 

 

・ご認識のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

①現行業者が入札に参加できない中で、開

発能力のある者を探したところ、３者が見

つかったもの。ただし、３者のうち２者に

ついては直前にそれぞれの都合により撤退

したため、結果として１者による応札（総

合評価方式による）となったものである。 

②ほぼ全部一新されるものである。 

③５年間の保守業務を含んだ契約となって

いる。 

 

 

 

 



・一般競争入札で１者応札となった２件に

ついては、当初はそれぞれ３者の応札を見

込んでいたところ、いずれも２者が撤退し

たということだが、そうしたことは今後も

あり得ることなので、もっと業者を探して

おく方が良いのではないか。 

 

『合理化計画の実施状況の点検』について 

（公募について） 

・これまでに公募が功を奏して、２者以上に

よる競争が成立した例はあったか。 

 

 

 

 

 

（低入札について） 

・金額規模的に低入札の定義に該当しなく

とも、落札率の低い契約については、業者聞

き取りを行っているということだが、低い

価格で落札した者が結果的に履行できず、

調達のやり直しというようなことになった

場合、特に工期のあるものは却って高くつ

くことにもなるので、十分に気を付けてい

ただきたい。 

 

・色々なところに声をかけて、どういうも

のが作れるのかということをよく見極めた

上で判断する必要性があると認識してい

る。 

 

 

 

 

 

・少なくとも近年においてそのような例は

ないと認識している。ただ、単に公募公告

をしただけでは、能力のある業者であって

も見ていないものがあるかもしれないの

で、できる限り競争相手を探す努力は必要

だと考えている。 

 

 

・承知した。 

 


